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レギュラーコース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 年～2008 年 

 
〒108‐0014 東京都港区芝５‐10‐10 

TEL: 03-5765-2805   FAX: 03-5232-5755 
e-mail: info@tokyo-galaxy.com 



出願資格および定員  
 
¾ 出願資格： 高等学校卒業者またはこれと同等以上の資格があると認められる者 

原則として年齢 18歳～35歳 

当校レギュラーコースで毎日勉強することができる者 
 

¾ 定  員： ３３４名  （クラス定員最大 18名） 

 

学 期 お よ び 学 費     
¾ 学   期 ： 

学 期 期 間 
夏学期   2007 7月 6日  -    9月 26日 
秋学期   2007 10月 12日  -  12月 19日 
冬学期    2008   1月 10日 ‐ 3月 19日 
春学期   2008  4月 10日  -  6月 20日 

注 意 ■ 8月には約 10日間の夏休みがあります。(8/6～8/15) 

¾ 授業時間： 
   午  前  9:20  -  12:40  (月曜日～金曜日) 
   午  後  1:10  -   4:30  (月曜日～金曜日) 

注 意 ■ 基本的に午前は中級・上級、午後は初級です。 

 ■ 授業時間は学期によって変更されることがあるので、当校にご確認ください。 
 

¾ 学   費： 
(１）就学ビザ学生 

    金  額   支払い時期 

出願料   ¥  20,000 出願時 

入学金      ¥  60,000 
授業料（6ヶ月分）   ¥ 294,000 
施設費（6ヶ月分） ¥  16,000 
教材･活動費（6ヶ月分） ¥ 20,000 

東京入国管理局からの 

結果通知後 

（計：¥390,000） 

注 意    ■ 出願料が支払われないと、当校への出願は受け付けられません。 

 ■ 出願料はいかなる理由があっても返金できません。 
 
(２) 短期ビザおよびその他ビザ学生 

   10週間 (1学期)       ６週間 

入学金     ¥  20,000     ¥   20,000 
授業料     ¥ 147,000

 
    ¥  100,000 

施設費    ¥  10,000 ¥   10,000 
教材・活動費 ¥  10,000 ¥   10,000

 

計(キャンペーン価格) ¥187,000    ¥167 ,000 ¥140,000     ¥118,000 
注 意  ■  1学期以下の学習を希望する場合、日本語能力のレベルが現在開講されているクラ 
                  スのいずれかに適合すれば、レギュラーコースに入学できます。 

■ 原則として、月単位の学生には寮の手配は行いません。 

★ 一旦払われた学費は、在外領事館の審査でビザ発給を拒否された場合を除き、い

かなる理由でも返金することができません。ビザ発給拒否の場合、キャンセル料

がかかります。  
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就 学 ビ ザ の 申 請 
  
¾ 出願期間： 
 
 
 
 
注 意 ■ 定員に達した場合には上記締切日以前に締め切ることがあります。 

募集学期 出願締切日 入管申請締切日 入管結果通知日 
春学期 （４月） 11月 15日 11月末  ２月下旬 
夏学期 （７月）  3月 15日  3月末  ５月下旬 
秋学期 （10月）  5月 15日  5月末  ８月下旬 
冬学期 （１月）  9月 15日  9月末 １１月下旬 

 
■ OECD 諸国と韓国の国籍を有する方のワーキングビザおよびワーキングホリデービザから就学ビ

ザへの資格変更希望者は別途ご相談ください。 
 

¾ 出願手続：:  
（１） 出  願   出願者は出願書類に出願料を添えて、各地留学センター、連絡事務所に申し込んで

ください。直接当校に手続する場合には申請料 2万円を下記銀行口座に送金するか
送金小切手で送ってください。 

（２） 選   考 書類選考の上、適格と判断された者に限り、当校が東京入国管理局に在留資格認 
定事前審査申請の手続きを行います。 選考の結果、不適格と判断された場合には、 
その旨を通知し、原本を返却します。 

（３） 入管審査  当校が東京入国管理局から事前審査結果を受け取り次第、結果を通知します。 
事前審査に通った者に対しては、在留資格認定証明書が交付されます。通知後３週

間以内に学費を納入してください。 

（４） ビザ発給   当校が学費の納入を確認出来次第、在留資格認定証明書,入学許可証、卒業証書の原 
本を預かった場合にはそれも合わせて申請者に送ります。これらの書類を自国の日 
本領事館に提出しビザ発給を受けてください。 
 

銀行名 ： The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Tamachi Branch   
銀行住所： 5-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo 
口座名 ： Tokyo Galaxy Language Academy  (国内振込みの場合：ﾕ)ｷﾞｬﾗｸｼｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 
口座番号： (普通) 2355063 
Swift Code： BOTK JP JT    

¾ 奨学金制度：  

当校では以下の条件を満たす希望者に対し、選考の上、奨学金として 10万円を支給します。 
 

z 当校に１年以上在籍する者 
z 在学期間中の出席が９０％以上の者 
z 成績優秀で勉学態度が良く他学生の模範となる者 

 
¾ 必要書類 ：  
（１）入学願書  (学校所定用紙２ページ分･申請者本人自筆)  
① 学習希望期間： 
 
 
 
 

 

 
(２） 履歴書
 ・進学の場合： 4月期  → １年または 2年   7月期 → 1年 9ヶ月 
  10月期  →  1年 6ヶ月   1月期 → 1年 3ヶ月 
・帰国の場合： １年～2年 
・査証の有効期間は 1 年です。1 年後に学習予定期間内までビザ延長が出来ます。最長
の 2年までは就学ビザを延長できます。延長には８０％以上の出席率が必要です。 
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② 学 歴  
 ・ 入学･卒業年月日は卒業証書を確認し､小学校から順に記入。その国の教育制度に従
い､小･中･高･大学と分けて正確に書く。所定用紙に書ききれない場合は､別紙を添 
付し､日付と署名も書く。 
・ 学歴､職歴に６ヶ月以上の空白期間がないこと。 
・ 大学進学にはマレーシアの「移行学級」を除き 12年の教育修了が必要とされる。 

 
 
 
③ 日本語学習目的 
・日本語学習目的は学歴･職歴に記入したことと関連があることが望ましい。 
・日本や日本語に興味を持った理由と､日本での学習経験が今後の経歴にどのように 
 役立つかを記述する。    

 
 
 

 ④ 入国歴 

・ 入国管理局のコンピュータデータにより照合するので、すべて記入すること。 
・ 古いパスポートがなくて正確な日付が分らない場合は、おおよその時期を記入する。

入国回数に誤りがないこと。 

 

 

 

(３)  最終学校の卒業証書または卒業証明書 (原本) 

(４） パスポートのコピー（来日歴のある人は、過去の出入国歴のページ全部） 

(５) 写真 6枚 (4 cm × 3cm。写真は 3ヶ月以内に撮影したもの) 
(６) 申請料 (出願書類とともに申請料￥20,000 を納入してください) 
(７) 経費支弁書 (所定用紙。経費支弁者本人が母国語で自筆し英語か日本語の翻訳を付けること) 

(８) 経費支弁者の本国での銀行預金残高証明書（日本円換算で 150万円ぐらい残高があるもの） 

(９) 経費支弁者と申請人との関係を証明するもの（戸籍謄本または出生証明書など） 

 
★ 上記必要書類は、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ諸国（旧東欧、ロシアをのぞく）、オー  
ストラリア、ニュージーランド、韓国、台湾、英国籍香港、シンガポール国籍の方を対象

にしています。その他の国籍の方は当校入学案内Ⅱに記載されているのでご請求ください。 
 

短期ビザおよび他ビザ学生  
¾
 
 出願期間： 各学期開始日の２週間前  

¾ 出願手続： 願書と写真 4枚（3cm×4cm）を送付し、学費を納入してください。ビザ取得に学校 
発行の書類が必要な場合には、当校が要求する書類を提出してもらうことがあります。 

 
¾ 入学手続： ビザを取得して入国する場合には、ビザ取得後入国日を必ずご連絡下さい。授業開始 

日に間に合うように入国し、入国後ただちにパスポートを持参して来校してください。 
 

・短 期 ビ ザ  

z アメリカ合衆国・カナダ・ヨーロッパ諸国・オーストラリア・ニュージーランド・イスラエル・シン

ガポール・香港・南アメリカ諸国の国籍の者には、日本入国時に 90日の観光ビザが発給されます。 
z 台湾・韓国 の学生は日本へ出国する前に、自国の日本領事館で 90日の短期ビザ(観光目的)を取得し
てください。 

z アイルランド・英国・オーストリア・スイス・ドイツ・リヒテンシュタイン・メキシコの学生は日本
でさらに 3ヶ月延長することができます。それ以外の国籍者は、国内で延長はできません。新たに 3
ヶ月のビザを取得するためには、一旦日本を離れ国外へ行かなければなりません。 

z 日本に滞在している間に就学生ビザの申請を行い、入国管理局から在留資格認定証明書をもらった場
合は、出国せずに東京入国管理局で就学生ビザを発給してもらうことができます。 

z 上記以外の国籍の方は、日本で勉強するためには就学ビザを取得しなければなりません。 
z このビザでアルバイトをすることは認められていません。 
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